
第１２５号議案 

   足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２６年１２月２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

  足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区職員の退職手当に関する条例（昭和５０年足立区条例第１５ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条の３第１項第１号中「３６０」を「４０２」に改め、同項第

２号中「３００」を「３３５」に改め、同項第３号中「２４０」を「２

６８」に改め、同項第４号中「１８５」を「２０７」に改め、同項第５

号中「１６５」を「１８５」に改め、同項第６号中「１５０」を「１６

８」に改め、同項第７号中「１３０」を「１４６」に改める。 

 付則第１６項第３号中「６０」を「６８」に改める。 

 付則第１７項第３号中「２０」を「２２」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 職員の退職手当の調整額に係るポイントを改定する必要があるので、

この条例案を提出いたします。 


